
事前予約が必要です。受付期間は９月29日（金）までとなりますので、平日（月～金曜日）９時から17時までに電
話または建設課窓口にて予約してください。

10月19日（木）13時～16時　笠郷公民館（就業改善センター）にて開催します。

町内空き家所有者など
（空き家所有者、今後相続などにより空き家の所有者となりそうな人、現在の住まいが空き家となる心配のある
人など）

町では、今年度サテライト空き家相談事業として空き家に関しての悩みがある人などを対象に個別相談を開催し
ています。無料相談を希望する人は、建設課までお問い合わせください。

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があるため、町に申請が必要です。
「保育の必要性の認定」の要件については、認可保育所の利用と同等の要件があります。
無償化の対象は保育料です。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。詳しくは、
子ども課までお問い合わせください。

＊園によって申し込みの受付場所が異なりますので、十分にご注意ください。
＊私立の園については園行事などによって、対応可能な時間が変わることがありますので、事前にご確認ください。
＊申込書以外にも状況に応じて別途添付書類が必要です。詳しくは申込書類を受け取る際にご確認ください。
＊定員を超えて申し込みがあった場合は、利用調整として入園希望以外の園に変更していただくことがあります。

◇受付場所・時間

　10月12日（木）～27日（金）（14・15・22日を除く）

◇受付期間

◇注意事項

対象施設 受付場所 時　間

公立こども園
小規模保育施設 子ども課

※10月21日（土）

９時～12時（町役場）
（私立園）

私立保育園 子ども課
入園を希望する園

私立こども園 入園を希望する園

９時～17時

【対象者】

【日時・場所】

【予約】


